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クレイトン･ユッツ法律事務所の日本語ニュースレター（第 89 回）をお届けいたします。 

本ニュースレターについて、ニュースレターの内容に関するご質問、その他のご意見やご要望などがございましたら、遠慮なくご連絡いた

だければと存じます。 

2022 年 11 月 クレイトン・ユッツ法律事務所 加納寛之 

今月の主要トピック： 

豪州M&A取引実務（今月行われたセミナーのご報告） 

シドニー日本商工会議所が 2022 年 11 月 8 日に開催したシドニービジネス塾に

て、加納弁護士が「豪州 M&A 取引実務」をテーマに講演を行いました。 

日本企業がオーストラリアの会社や事業を買収する動きは近年ますます強まってい

ます。豪州における M&A 取引を適切かつ円滑に実行するためには、豪州 M&A

取引の流れや主要箇所を十分理解・把握しておくことが非常に重要です。本セミ

ナーでは、オーストラリアにおいて 20 年以上にわたって M&A 法律実務に関わって

きた加納弁護士が、豪州 M&A 取引の全体像、デューデリジェンスで発見される

問題の例、発見された問題の対処方法、主要な交渉事項、表明保証保険、ヴ

ァーチャル決済の流れ等に触れながら、注意すべき重要箇所について解説しまし

た。 

講演の内容はこちらのウェブページから、講演で使用した資料はこちらのリンク先か

らご覧いただけます。 
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その他の注目のトピック 

プライバシー侵害に対するペナルティ等強化（個人情報保護法） 

サイバーセキュリティーの重要性が益々高まっていますが、豪州では個人情報保護

法の改正法案（Privacy Legislation Amendment (Enforcement and Other 

Measures) Bill 2022）が近く施行され、重要なプライバシー侵害に対するペナル

ティが著しく強化されるとともに、プライバシーコミッショナーに対してより広範なコンプ

ライアンス権限が与えられます。たとえば、法人に対するペナルティは、現在は 250

万豪ドルですが、改正後は①5000 万豪ドル、②直接・間接に得られた利益で、

プライバシー侵害に合理的に帰せられるものの 3 倍の額、③当該法人の関連期

間における売上高の 30％のうち、最も高い金額とされます。 

本稿では、個人情報保護法の改正のうち重要な点を紹介するとともに、現在の

情報収集・管理プロセスの見直し等、事業者が改正に備えて行うべき対策を解

説します。 

原文（英文）へのリンクはこちら。 

オーストラリアのネット・ゼロ目標と規制リスク（エネルギー） 

オーストラリアのエネルギーの大半は、今でも伝統的な化石燃料（石炭とガス）に

依存しており、石炭火力発電は未だに発電量の過半を占めています。しかし、オー

ストラリアは 2050 年までに温室効果ガス排出を実質ゼロ（ネット・ゼロ）にするこ

とを目指しており、州・準州政府による記録的な数の新規プロジェクトの支援も受

けて、オーストラリアの再生可能エネルギー分野の成長は止まる気配がありません。 

他方、オーストラリアがネット・ゼロ達成を推進する上では、規制環境も同時に進

化していくことが不可欠ですが、これは近時の国内外における様々な問題によって

妨げられています。 

本稿では、オーストラリアのネット・ゼロに向けた取組みやエネルギー市場における規

制上のリスク、再生可能エネルギー分野の成長性について紹介します。 

原文（英文）へのリンクはこちら。 

オーストラリア会社法概説 

〔第 2 版〕（2019） 

 

加納弁護士の著作である「オーストラリア会

社法概説」の第 2版が出版されています。

第 2版は、2014年の初版刊行以降にな

された、日系企業のオーストラリア投資や事

業活動に大きな影響を与える主要な法改

正等を反映しています。本書のご購入を希

望される方は、出版者（信山社）に直接

メールにてご注文いただくか、アマゾンジャパ

ンにてご購入いただけます。 

 

https://www.claytonutz.com/knowledge/2022/october/important-changes-to-the-privacy-act-including-significantly-increased-penalties-so-start-getting-ready-now
https://www.claytonutz.com/knowledge/2022/october/australia-s-energy-transition-investing-in-an-uncertain-regulatory-environment
mailto:order@shinzansha.co.jp
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A6%82%E8%AA%AC-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E5%8A%A0%E7%B4%8D-%E5%AF%9B%E4%B9%8B/dp/4797227869/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549923259&sr=8-1&keywords=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A6%82%E8%AA%AC
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A6%82%E8%AA%AC-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E5%8A%A0%E7%B4%8D-%E5%AF%9B%E4%B9%8B/dp/4797227869/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549923259&sr=8-1&keywords=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A6%82%E8%AA%AC
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不公平な契約条項の禁止とペナルティ強化（競争法） 

2010 年競争・消費者法（オーストラリア消費者法（ACL）を含む）の大改正

が近く成立します。これにより、反競争的な行為や ACL に反する行為に対するペ

ナルティの最高額が大幅に引き上げられます。また、2023 年の後半（Royal 

Assent（連邦総督による裁可）の 12 か月後）からは、ACL により、不公平な

契約条項を含む契約を締結することや、不公平な契約条項の適用・依拠・主張

が禁止されます。この不公平な契約条項に対する保護は小規模事業者契約

（small business contract）にも及びますが、小規模事業者契約の定義も

（従業員数に加え）契約の金額ではなく事業者の売上高を参照する形に改正

されます。 

本稿では、競争・消費者法の改正内容やタイミングについて解説するとともに、改

正を踏まえて企業がとるべき対応について解説します。 

原文（英文）へのリンクはこちら。 

著作権ライセンスと著作権審判所（知的財産権） 

著作権管理団体（collecting societies）は、大量の著作物の使用を許可す

るライセンスの取決めにより、著作権の使用料を収集し、著作権者にこれを分配

することで、ライセンスの取引コストを最小化する役割を果たしています。オーストラ

リア著作権審判所は 1968 年連邦著作権法により設置された独立の組織であ

り、法定ライセンスの使用料の水準の決定、法定ライセンススキームの運用に関す

る命令、ライセンススキームと取引ライセンスの条件に関する紛争の仲裁、ライセン

ス付与の申請の処理、といった事項について管轄を有しています。 

本稿では、オーストラリアの主要な著作権管理団体とこれらが管理する権利、集

団的任意ライセンス（collective voluntary licence）に関する著作権審判所

の役割、審判所に申立てを行う権利を有する者について解説したうえで、参考に

なる近時の審判所の決定（Application by Isentia Pty Limited [2021] 

ACopyT 2）およびこれを支持した連邦裁判所の判決（Copyright Agency 

Limited v Isentia Pty Ltd [2022] FCAFC 163）を紹介します。 

原文（英文）へのリンクはこちら。 

https://www.claytonutz.com/knowledge/2022/october/time-to-get-ready-for-unfair-contract-terms-changes-and-higher-penalties-too
https://www.claytonutz.com/knowledge/2022/november/copyright-licensing-01-navigating-the-copyright-tribunal
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最近行われたセミナーのご報告 

豪州M&A取引実務セミナー（2022年 11月 8日） 

冒頭でご報告したとおり、加納弁護士が「豪州 M&A 取引実務」をテーマに講演
を行いました。 

最近の出版物等 

M&A Report November 2022の公表 

クレイトン･ユッツ法律事務所の M&A Report の最新版が今月公表されました。

本レポートでは、過去 12 か月の M&A 取引の傾向、関連する経済状況や規

制、2023 年の見通しといった事項を産業別に分析しています。本レポート（英

文）はこちらからご覧いただけます。 

『オーストラリアにおけるビジネス展開』のアップデート 

本稿は、オーストラリアに対する投資と事業を成功に導くために重要な法律や規

制の概要について紹介する冊子です。2021 年 1 月 1 日より外国投資規制の改

正法が施行され、「国家の安全」を保護するための新たな規制枠組みの導入をは

じめ、法令の執行権限の拡大・強化など、様々な改正が行われたことを受け、本

稿における「外国投資」の章をアップデートしました。アップデートされた本冊子はこち

らからご覧いただけます。 

『オーストラリア会社法概説』〔第 2版〕（2019） 

加納弁護士の著作である「オーストラリア会社法概説」の第 2 版が出版されてい

ます。第 2 版では、2014 年の初版刊行以降になされた、日系企業のオーストラ

リア投資や事業活動に大きな影響を与える主要な法改正等（2019 年時点）

を反映しています。本書のご購入を希望される方は、出版者（信山社）に直接

メールにてご注文いただくか、アマゾンジャパンにてご購入いただけます。 

 

クレイトン・ユッツ法律事務所の日本語ニュースレターは、豪州法の最新トピックの概要について、本ニュースレター作成時点の情報に基づく一般的な情報提供

を行うことのみを意図しています。本ニュースレターは、個別案件に関する法的アドバイスを構成するものではありませんので、ご留意ください。個別案件について

は、個別の事実関係に照らした具体的な分析と検討が必要になります。 

https://www.claytonutz.com/clayton-utz/m-a-report-november-2022-japan
https://www.claytonutz.com/dbia-japanese/doing-business-in-australia-japanese
https://www.claytonutz.com/dbia-japanese/doing-business-in-australia-japanese
mailto:order@shinzansha.co.jp
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A6%82%E8%AA%AC-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E5%8A%A0%E7%B4%8D-%E5%AF%9B%E4%B9%8B/dp/4797227869/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549923259&sr=8-1&keywords=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A6%82%E8%AA%AC
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連絡先 

ニュースレターの内容に関するご質問、その他のご意見や掲載トピックについてのご希望などがございましたら、ジャパン・

プラクティス・グループの下記のメンバーまでお気軽にご連絡ください。日本語でのお電話でのお問い合わせは、+61-(0)7-

3292-7599（大竹）までご連絡ください。 

 

パートナー 加納寛之 
メール：hkano@claytonutz.com 
 

 

スペシャルカウンセル 山浦茂樹 
メール：syamaura@claytonutz.com 
 

 

ロイヤー 嶋田雅 
メール：mshimada@claytonutz.com 
 

 

ロイヤー Kai Priestly 
メール： kpriestly@claytonutz.com 
 

 

外国資格実務家 梶原康平 
（日本法弁護士・日本から出向中） 
メール：kkajiwara@claytonutz.com 
 
 

 

エグゼクティブ・アシスタント 
大竹佳代子 
メール：kotake@claytonutz.com 
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